
�愛媛県規則第４２号
知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２７年９月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則の一部を改正する規則

第１条 知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則（平成１４年愛媛県規則第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
規 則

○ 知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則の一部を改正する規則……………………………………………………………………………（広報広聴課）…８７９
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○ 愛媛県個人情報保護条例第２７条第１項の規定による口頭による開示請求をすることができる個人情報の一部改正………………………（広報広聴課）…８８４

○ 指定自立支援医療機関の指定…………………………………………………………………………………………………………………………（健康増進課）…８８４
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○ 漁船損害等補償法に基づく付保義務の消滅………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…８８７

○ 兼用工作物の管理の方法について……………………………………………………………………………………………………………………（道路建設課）…８８７

○ 都市計画の変更に係る図書の写しの縦覧……………………………………………………………………………………………………………（都市計画課）…８８８

○ 委任した指定構造計算適合性判定機関の構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地の変更…………………………………………（建築住宅課）…８８８

○ 道路の区域変更（県道石畳中山線）………………………………………………………………………………………………（南予地方局大洲土木事務所）…８８８

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…８８８

訓 令

○ 愛媛県庁事務決裁規程及び愛媛県地方局事務決裁規程の一部を改正する訓令…………………………………………………………………（広報広聴課）…８８９

公 告

○ 特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請の公告………………………………………………………………………………（男女参画・県民協働課）…８９２

教育委員会告示

○ 愛媛県個人情報保護条例第２７条第１項の規定による口頭による開示請求をすることができる個人情報の一部改正………………………（教育総務課）…８９２

選挙管理委員会告示

○ 愛媛県選挙事務執行規程の一部改正……………………………………………………………………………………………………………（選挙管理委員会）…８９３

規 則

改 正 後 改 正 前

（書面の様式）

第２条 次の表の左欄に掲げる書面の様式は、同表の右欄に掲げる

とおりとする。

（書面の様式）

第２条 次の表の左欄に掲げる書面の様式は、同表の右欄に掲げる

とおりとする。

項 左 欄 右 欄 項 左 欄 右 欄

１ 省略 １ 省略

２ 条例第１８条第１項の開示請求書 省略 ２ 条例第１６条第１項の開示請求書 省略

３ 条例第２３条第１項の書面 省略 ３ 条例第２１条第１項の書面 省略

４ 条例第２３条第２項の書面 省略 ４ 条例第２１条第２項の書面 省略

５ 条例第２４条第２項の書面 省略 ５ 条例第２２条第２項の書面 省略
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６ 条例第２５条の書面 省略 ６ 条例第２３条の書面 省略

７ 条例第２６条第１項又は第３７条第１項の書面 省略 ７ 条例第２４条第１項又は第３５条第１項の書面 省略

８ 条例第２７条第２項の書面 省略 ８ 条例第２５条第２項の書面 省略

９ 条例第２７条第３項の書面 省略 ９ 条例第２５条第３項の書面 省略

１０ 条例第３２条第１項又は第４０条第１項の書面 省略 １０ 条例第３０条第１項又は第３７条第１項の書面 省略

１１ 条例第３４条第１項（条例第４２条において準

用する場合を含む。）の書面

省略 １１ 条例第３２条第１項（条例第３９条において準

用する場合を含む。）の書面

省略

１２ 条例第３４条第２項（条例第４２条において準

用する場合を含む。）の書面

省略 １２ 条例第３２条第２項（条例第３９条において準

用する場合を含む。）の書面

省略

１３ 条例第３５条第２項（条例第４２条において準

用する場合を含む。）の書面

省略 １３ 条例第３３条第２項（条例第３９条において準

用する場合を含む。）の書面

省略

１４ 条例第３６条（条例第４２条において準用する

場合を含む。）の書面

省略 １４ 条例第３４条（条例第３９条において準用する

場合を含む。）の書面

省略

２ 条例第４５条の規定による通知は、情報公開・個人情報保護審査

会諮問通知書（様式第１５号）によりするものとする。

（本人等の証明に必要な書類）

第３条 条例第１８条第２項（条例第２８条第４項、第３２条第３項及び

第４０条第２項において準用する場合を含む。）の実施機関が定め

る書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定め

る書類とする。

� 省略

� 開示の請求等をする者が個人情報の本人の代理人 である

場合 当該代理人 に係る前号に定める書類及び戸籍謄本又

はその他の当該代理人 の資格を証明するために必要な書類

として知事が適当と認めるもの

（第三者の意見の聴取等）

第４条 条例第２７条第１項の実施機関が定める事項は、次に掲げる

事項とする。

�・� 省略

２ 条例第２７条第２項の規定による通知を受けた第三者で意見を述

べようとするものは、個人情報開示に係る意見書（様式第１６号）

を知事が指定する日までに知事に提出しなければならない。

（電磁的記録の開示の方法）

第５条 条例第２８条第２項の実施機関が定める方法は、次の表の左

欄に掲げる電磁的記録の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げ

る方法とする。ただし、当該方法により難いときは、知事が適当

と認める方法により行うものとする。

２ 条例第４２条の規定による通知は、情報公開・個人情報保護審査

会諮問通知書（様式第１５号）によりするものとする。

（本人等の証明に必要な書類）

第３条 条例第１６条第２項（条例第２６条第４項、第３０条第３項及び

第３７条第２項において準用する場合を含む。）の実施機関が定め

る書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定め

る書類とする。

� 省略

� 開示の請求等をする者が個人情報の本人の法定代理人である

場合 当該法定代理人に係る前号に定める書類及び戸籍謄本又

はその他の当該法定代理人の資格を証明するために必要な書類

として知事が適当と認めるもの

（第三者の意見の聴取等）

第４条 条例第２５条第１項の実施機関が定める事項は、次に掲げる

事項とする。

�・� 省略

２ 条例第２５条第２項の規定による通知を受けた第三者で意見を述

べようとするものは、個人情報開示に係る意見書（様式第１６号）

を知事が指定する日までに知事に提出しなければならない。

（電磁的記録の開示の方法）

第５条 条例第２６条第２項の実施機関が定める方法は、次の表の左

欄に掲げる電磁的記録の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げ

る方法とする。ただし、当該方法により難いときは、知事が適当

と認める方法により行うものとする。

省略 省略

（公文書の写しの交付の部数）

第６条 個人情報が記録されている公文書（条例第２８条第３項に規

定する公文書を複写した物を含む。）の写しの交付の部数は、開

示の請求があった個人情報が記録された公文書１件につき１部と

する。

（開示請求の特例）

第７条 知事は、条例第２９条第１項の規定により口頭による開示請

求をすることができる個人情報を定めたときは、当該個人情報の

内容並びに口頭による開示請求をすることができる期間及び場所

を告示するものとする。

２ 条例第２９条第２項の実施機関が定める書類は、当該個人情報取

扱事務により開示請求に係る個人情報の本人に交付された受験票

（公文書の写しの交付の部数）

第６条 個人情報が記録されている公文書（条例第２６条第３項に規

定する公文書を複写した物を含む。）の写しの交付の部数は、開

示の請求があった個人情報が記録された公文書１件につき１部と

する。

（開示請求の特例）

第７条 知事は、条例第２７条第１項の規定により口頭による開示請

求をすることができる個人情報を定めたときは、当該個人情報の

内容並びに口頭による開示請求をすることができる期間及び場所

を告示するものとする。

２ 条例第２７条第２項の実施機関が定める書類は、当該個人情報取

扱事務により開示請求に係る個人情報の本人に交付された受験票
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又はその他の個人情報の本人であることを証明するために必要な

書類として知事が適当と認めるものとする。

３ 条例第２９条第３項の規定による個人情報の開示は、閲覧による

ものとする。

（実施状況の公表）

第９条 条例第５１条の規定による公表は、愛媛県報によるものとす

る。

様式第１号（第２条関係） 個人情報取扱事務登録簿

又はその他の個人情報の本人であることを証明するために必要な

書類として知事が適当と認めるものとする。

３ 条例第２７条第３項の規定による個人情報の開示は、閲覧による

ものとする。

（実施状況の公表）

第９条 条例第４８条の規定による公表は、愛媛県報によるものとす

る。

様式第１号（第２条関係） 個人情報取扱事務登録簿

省略 省略

個人

情報

の記

録項

目

基本的事

項

□個人番号 □識別番号 □氏名 □性別

□生年月日・年齢 □住所 □電話番号

□国籍・本籍 □その他（ ）

個人

情報

の記

録項

目

基本的事

項

□識別番号 □氏名 □性別

□生年月日・年齢 □住所 □電話番号

□国籍・本籍 □その他（ ）

省略 省略

省略 省略

注 省略

様式第２号（第２条関係） 個人情報開示請求書

注 省略

様式第２号（第２条関係） 個人情報開示請求書

省略 省略

本人の状況等（代

理人 による請

求の場合に記入し

てください。）

本人の

状況

省略

□成年被後見人

□その他（特定個人情報の開示請

求をする場合に限る。）

本人の状況等（法

定代理人による請

求の場合に記入し

てください。）

本人の

状況

省略

□成年被後見人

省略 省略

省略 省略

※ 本人又は代理人 の

確認

省略 ※ 本人又は法定代理人の

確認

省略

※ 代理人 の資格確認 省略 ※ 法定代理人の資格確認 省略

省略 省略

記入上の注意

１～４ 省略

５ 代理人 が請求する場合には、代理人 に係る４

の書類及び戸籍謄本又はその他の代理人 の資格を証

明するために必要な書類として知事が適当と認めるもの

を提出し、又は提示してください。

記入上の注意

１～４ 省略

５ 法定代理人が請求する場合には、法定代理人に係る４

の書類及び戸籍謄本又はその他の法定代理人の資格を証

明するために必要な書類として知事が適当と認めるもの

を提出し、又は提示してください。

様式第３号（第２条関係） 個人情報開示決定通知書

様式第３号（その１）

様式第３号（第２条関係） 個人情報開示決定通知書

様式第３号（その１）

省略 省略

注意

１・２ 省略

３ 代理人 が開示を受ける場合には、代理人 に係

る２の書類及び戸籍謄本又はその他の代理人 の資格

を証明するために必要な書類として知事が適当と認める

ものを提出し、又は提示してください。

４ 省略

注意

１・２ 省略

３ 法定代理人が開示を受ける場合には、法定代理人に係

る２の書類及び戸籍謄本又はその他の法定代理人の資格

を証明するために必要な書類として知事が適当と認める

ものを提出し、又は提示してください。

４ 省略

注 省略

様式第３号（その２）

注 省略

様式第３号（その２）

省略 省略

注意

１・２ 省略

注意

１・２ 省略
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３ 代理人 が開示を受ける場合には、代理人 に係

る２の書類及び戸籍謄本又はその他の代理人 の資格

を証明するために必要な書類として知事が適当と認める

ものを提出し、又は提示してください。

４ 省略

３ 法定代理人が開示を受ける場合には、法定代理人に係

る２の書類及び戸籍謄本又はその他の法定代理人の資格

を証明するために必要な書類として知事が適当と認める

ものを提出し、又は提示してください。

４ 省略

注 省略

様式第６号（第２条関係） 個人情報開示決定等期間特例延長通知

書

注 省略

様式第６号（第２条関係） 個人情報開示決定等期間特例延長通知

書

省略

愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１号。以

下「条例」という。）第２５条の規定により、開示決定等の期

間を延長します。

省略

愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１号。以

下「条例」という。）第２３条の規定により、開示決定等の期

間を延長します。

省略 省略

条例第２４条第１項の延長前の期間 省略 条例第２２条第１項の延長前の期間 省略

条例第２４条第２項の延長後の期間 省略 条例第２２条第２項の延長後の期間 省略

開示請求に係る個人情報のうち条例第２４条第２

項の延長後の期間内に開示決定等をする部分

開示請求に係る個人情報のうち条例第２２条第２

項の延長後の期間内に開示決定等をする部分

省略 省略

条例第２５条を適用する理由 条例第２３条を適用する理由

省略 省略

様式第８号（第２条関係） 個人情報開示に係る通知・意見照会書 様式第８号（第２条関係） 個人情報開示に係る通知・意見照会書

省略

次の個人情報の開示について、愛媛県個人情報保護条例

（平成１３年愛媛県条例第４１号。以下「条例」という。）第２７

条第２項の規定により意見を求めますので、個人情報開示に

係る意見書（知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則

（平成１４年愛媛県規則第１号）様式第１６号）により回答して

ください。

省略

次の個人情報の開示について、愛媛県個人情報保護条例

（平成１３年愛媛県条例第４１号。以下「条例」という。）第２５

条第２項の規定により意見を求めますので、個人情報開示に

係る意見書（知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則

（平成１４年愛媛県規則第１号）様式第１６号）により回答して

ください。

省略 省略

公文書に記録されている条例第２７条第

２項に規定する情報の内容

公文書に記録されている条例第２５条第

２項に規定する情報の内容

省略 省略

注 省略

様式第９号（第２条関係） 個人情報開示決定をした旨の通知書

注 省略

様式第９号（第２条関係） 個人情報開示決定をした旨の通知書

省略 省略

公文書に記録されている条例第２７条第

１項又は第２項に規定する情報の内容

公文書に記録されている条例第２５条第

１項又は第２項に規定する情報の内容

省略 省略

様式第１０号（第２条関係） 個人情報訂正（利用停止）請求書 様式第１０号（第２条関係） 個人情報訂正（利用停止）請求書

省略 省略

本人の状況等（代

理人 による請

求の場合に記入し

てください。）

本人の

状況

省略

□成年被後見人

□その他（特定個人情報の訂正

（利用停止）請求をする場合に

限る。）

本人の状況等（法

定代理人による請

求の場合に記入し

てください。）

本人の

状況

省略

□成年被後見人

省略 省略

省略 省略
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第２条 知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（書面の様式）

第２条 省略

２ 条例第４６条の規定による通知は、情報公開・個人情報保護審査

会諮問通知書（様式第１５号）によりするものとする。

（実施状況の公表）

第９条 条例第５２条の規定による公表は、愛媛県報によるものとす

る。

（書面の様式）

第２条 省略

２ 条例第４５条の規定による通知は、情報公開・個人情報保護審査

会諮問通知書（様式第１５号）によりするものとする。

（実施状況の公表）

第９条 条例第５１条の規定による公表は、愛媛県報によるものとす

る。

附 則

１ この規則は、平成２７年１０月５日から施行する。ただし、第２条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律（平成２５年法律第２７号）附則第１条第５号の政令で定める日から施行する。

２ この規則施行の際現に提出されている第１条の規定による改正前の知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則様式第２号の規定によ

※ 本人又は代理人 の

確認

省略 ※ 本人又は法定代理人の

確認

省略

※ 代理人 の資格確認 省略 ※ 法定代理人の資格確認 省略

省略 省略

記入上の注意

１～４ 省略

５ 代理人 が請求する場合には、代理人 に係る４

の書類及び戸籍謄本又はその他の代理人 の資格を証

明するために必要な書類として知事が適当と認めるもの

を提出し、又は提示してください。

６ 省略

記入上の注意

１～４ 省略

５ 法定代理人が請求する場合には、法定代理人に係る４

の書類及び戸籍謄本又はその他の法定代理人の資格を証

明するために必要な書類として知事が適当と認めるもの

を提出し、又は提示してください。

６ 省略

注 省略

様式第１４号（第２条関係） 個人情報訂正（利用停止）決定等期間

特例延長通知書

注 省略

様式第１４号（第２条関係） 個人情報訂正（利用停止）決定等期間

特例延長通知書

省略

愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１号。以

下「条例」という。）第３６条（第４２条において準用する条例

第３６条）の規定により、訂正（利用停止）決定等の期間を延

長します。

省略

愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１号。以

下「条例」という。）第３４条（第３９条において準用する条例

第３４条）の規定により、訂正（利用停止）決定等の期間を延

長します。

省略 省略

条例第３５条第１項（第４２条において準用す

る条例第３５条第１項）の延長前の期間

省略 条例第３３条第１項（第３９条において準用す

る条例第３３条第１項）の延長前の期間

省略

条例第３５条第２項（第４２条において準用す

る条例第３５条第２項）の延長後の期間

省略 条例第３３条第２項（第３９条において準用す

る条例第３３条第２項）の延長後の期間

省略

訂正（利用停止）請求に係る個人情報のう

ち条例第３５条第２項（第４２条において準用

する条例第３５条第２項）の延長後の期間内

に訂正（利用停止）決定等をする部分

訂正（利用停止）請求に係る個人情報のう

ち条例第３３条第２項（第３９条において準用

する条例第３３条第２項）の延長後の期間内

に訂正（利用停止）決定等をする部分

省略 省略

条例第３６条（第４２条において準用する条例

第３６条）を適用する理由

条例第３４条（第３９条において準用する条例

第３４条）を適用する理由

省略 省略

注 省略 注 省略
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る個人情報開示請求書及び様式第１０号の規定による個人情報訂正（利用停止）請求書は、同条の規定による改正後の知事が取り扱う個人

情報の保護に関する規則様式第２号の規定による個人情報開示請求書及び様式第１０号の規定による個人情報訂正（利用停止）請求書とみ

なす。

�愛媛県告示第１１３６号
愛媛県個人情報保護条例第２７条第１項の規定による口頭による開示請求をすることができる個人情報（平成１４年３月愛媛県告示第７０１号）

の一部を次のように改正し、平成２７年１０月５日から施行する。

平成２７年９月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１号）第２９条第

１項の規定により、口頭による開示請求をすることができる個人情

報を次のとおり定め、平成１４年４月１日から施行する。

愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１号）第２７条第

１項の規定により、口頭による開示請求をすることができる個人

情報を次のとおり定め、平成１４年４月１日から施行する。

��������������
�愛媛県告示第１１３７号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

平成２７年９月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

��������������
�愛媛県告示第１１３８号
愛媛県農業近代化資金利子補給金交付規程（昭和３６年１２月愛媛県告示第１０５１号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は、平成２７年８月１９日以降利子補給承認される農業近代化資金について適用し、

同日前に利子補給承認された農業近代化資金については、なお従前の例による。

平成２７年９月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

告 示

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

さいとう脳神経外科 新居浜市寿町１１番４１号 齋藤 正裕 精神通院医療 平成２７年
９月１日

エンジェル薬局宮川店 四国中央市三島宮川４丁目４番９号 株式会社エンジェルファミリー 精神通院医療
（薬局）

平成２７年
９月１日

エンジェル薬局川之江井地店 四国中央市川之江町３３１番地１ 株式会社エンジェルファミリー 精神通院医療
（薬局）

平成２７年
９月１日

レデイ薬局新居浜中央店 新居浜市寿町１１番４８号 株式会社レデイ薬局 精神通院医療
（薬局）

平成２７年
９月１日

ていれぎ薬局 松山市来住町１３８９番地１ 愛ファーマシー株式会社 精神通院医療
（薬局）

平成２７年
９月１日

改 正 後 改 正 前

（利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率）

第２条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利

子補給率は、次のとおりとする。

（利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率）

第２条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利

子補給率は、次のとおりとする。

農業近代化資金 利 子 補 給 率 農業近代化資金 利 子 補 給 率
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�愛媛県告示第１１３９号
愛媛県漁業近代化資金利子補給規程（昭和４４年１０月愛媛県告示第８８１号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県漁業近代化資金利子補給規程の規定は、平成２７年８月１９日以降に利子補給承認される漁業近代化資金について適用し、同

日前に利子補給承認された漁業近代化資金については、なお従前の例による。

平成２７年９月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

の種類 法第２条第２

項第１号、第

２号、第４号

及び第５号に

掲げる融資機

関が同条第１

項第１号に掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第１号に掲

げる融資機関

が同条第１項

第２号から第

４号までに掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第２号から

第５号までに

掲げる融資機

関が同条第１

項第２号から

第４号までに

掲げる者に貸

し付ける場合

の種類 法第２条第２

項第１号、第

２号、第４号

及び第５号に

掲げる融資機

関が同条第１

項第１号に掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第１号に掲

げる融資機関

が同条第１項

第２号から第

４号までに掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第２号から

第５号までに

掲げる融資機

関が同条第１

項第２号から

第４号までに

掲げる者に貸

し付ける場合

１ 畜舎、果樹

棚、農機具そ

の他の農作物

の生産、流通

又は加工に必

要な施設の改

良、造成、復

旧又は取得に

要する資 金

（農地又は牧

野の改良、造

成、復旧又は

取得に要する

ものを除く。）

年１分２厘５

毛

年１分２厘５

毛

年４厘５毛 １ 畜舎、果樹

棚、農機具そ

の他の農作物

の生産、流通

又は加工に必

要な施設の改

良、造成、復

旧又は取得に

要する資 金

（農地又は牧

野の改良、造

成、復旧又は

取得に要する

ものを除く。）

年１分２厘５

毛

年１分２厘５

毛

年４厘

２～５ 省略 ２～５ 省略

６ 診療施設そ

の他の農村に

おける環境の

整備のために

必要な施設で

あつて農林水

産大臣の定め

るものの 改

良、造成又は

取得に要する

資金（法第２

条第１項第２

号から第４号

までに掲げる

者に貸し付け

られるものに

限る。）

年１分２厘５

毛

年４厘５毛 ６ 診療施設そ

の他の農村に

おける環境の

整備のために

必要な施設で

あつて農林水

産大臣の定め

るものの 改

良、造成又は

取得に要する

資金（法第２

条第１項第２

号から第４号

までに掲げる

者に貸し付け

られるものに

限る。）

年１分２厘５

毛

年４厘

７ 省略 ７ 省略
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改 正 後 改 正 前

（利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び補給率）

第２条 利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給

率は、次のとおりとする。

（利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び補給率）

第２条 利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給

率は、次のとおりとする。

漁業近代化資金の種

類

利 子 補 給 率 漁業近代化資金の種

類

利 子 補 給 率

法第２条

第２項第

１号から

第４号ま

でに掲げ

る融資機

関が、同

条第１項

第１号か

ら第５号

まで及び

第１０号に

掲げる者

（漁業近

代化資金

融通法施

行令（昭

和４４年政

令 第２０９

号。以下

「令」と

いう。）

第５条に

規定する

団体に限

る。）に

貸し付け

る場合

法第２

条第２

項第５

号に掲

げる融

資機関

が、同

条第１

項第１

号から

第５号

まで及

び第１０

号に掲

げる者

（令第

５条に

規定す

る団体

に限る

。）に

貸し付

ける場

合

法第

２条

第２

項第

１号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

に掲

げる

者に

貸し

付け

る場

合

法第２

条第２

項第２

号及び

第４号

に掲げ

る融資

機関が

、同条

第１項

第６号

から第

１０号ま

でに掲

げる者

（同号

に掲げ

る者に

あつて

は、令

第５条

に規定

する団

体を除

く。）

に貸し

付ける

場合

法第２

条第２

項第５

号に掲

げる融

資機関

が、同

条第１

項第６

号から

第１０号

までに

掲げる

者（同

号に掲

げる者

にあつ

ては、

令第５

条に規

定する

団体を

除く。

）に貸

し付け

る場合

法第２条

第２項第

１号から

第４号ま

でに掲げ

る融資機

関が、同

条第１項

第１号か

ら第５号

まで及び

第１０号に

掲げる者

（漁業近

代化資金

融通法施

行令（昭

和４４年政

令 第２０９

号。以下

「令」と

いう。）

第５条に

規定する

団体に限

る。）に

貸し付け

る場合

法第２

条第２

項第５

号に掲

げる融

資機関

が、同

条第１

項第１

号から

第５号

まで及

び第１０

号に掲

げる者

（令第

５条に

規定す

る団体

に限る

。）に

貸し付

ける場

合

法第

２条

第２

項第

１号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

に掲

げる

者に

貸し

付け

る場

合

法第２

条第２

項第２

号及び

第４号

に掲げ

る融資

機関が

、同条

第１項

第６号

から第

１０号ま

でに掲

げる者

（同号

に掲げ

る者に

あつて

は、令

第５条

に規定

する団

体を除

く。）

に貸し

付ける

場合

法第２

条第２

項第５

号に掲

げる融

資機関

が、同

条第１

項第６

号から

第１０号

までに

掲げる

者（同

号に掲

げる者

にあつ

ては、

令第５

条に規

定する

団体を

除く。

）に貸

し付け

る場合

１・２ 省略 １・２ 省略

３ 漁船漁具保管修

理施設、漁業用資

材保管施設、漁船

用油水供給施設、

養殖池、蓄養池、

水産種苗生産施

設、養殖用作業

舎、水産物処理施

設、水産物保蔵施

設、水産物加工施

設、製氷冷凍施

設、水産物等運搬

施設、水産物販売

施設又は漁業用通

信施設の改良、造

成又は取得に必要

な資金（漁船の改

造、建造若しくは

取得に必要なもの

又は次号若しくは

第５号に掲げるも

のを除く。）

同上 同上 同上 年４厘

５毛

年４厘

５毛

３ 漁船漁具保管修

理施設、漁業用資

材保管施設、漁船

用油水供給施設、

養殖池、蓄養池、

水産種苗生産施

設、養殖用作業

舎、水産物処理施

設、水産物保蔵施

設、水産物加工施

設、製氷冷凍施

設、水産物等運搬

施設、水産物販売

施設又は漁業用通

信施設の改良、造

成又は取得に必要

な資金（漁船の改

造、建造若しくは

取得に必要なもの

又は次号若しくは

第５号に掲げるも

のを除く。）

同上 同上 同上 年４厘 年４厘
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�������
�愛媛県告示第１１４０号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条の２第２項の

規定による届出を審査した結果、次の加入区について、同法第１１２

条第１項の規定による同意があったと認めたので、同法第１１２条の

２第３項及び漁船損害等補償法施行規則（昭和２７年農林省令第１８号）

第２６条の３の規定により告示する。

平成２７年９月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

（中予地方局産業経済部管内）

中島加入区

�������
�愛媛県告示第１１４１号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１３条の２第１項第

１号の規定により、次の加入区について、漁船損害等補償法に基づ

く付保義務の発生（平成２３年９月愛媛県告示第１１０４号）による保険

に付すべき義務は、平成２７年９月１４日限り消滅したので、同条第２

項及び漁船損害等補償法施行規則（昭和２７年農林省令第１８号）第２６

条の３の規定により告示する。

平成２７年９月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

（中予地方局産業経済部管内）

中島加入区

�愛媛県告示第１１４２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第２０条第１項の規定により、道

路と他の工作物との兼用工作物の管理の方法について、次のとおり

協議が成立した。

その関係図書は、愛媛県庁及び中予地方局建設部に備え置いて縦

覧に供する。

平成２７年９月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 道路の種類及び路線名

一般県道興居島循環線

２ 他の工作物の名称

泊漁港海岸保全施設

３ 兼用工作物の位置

松山市泊町９５３番３地先から同９６９番２地先まで

４ 兼用工作物の管理を行う者の氏名及び住所

海岸管理者 松山市長 野志 克仁

住所 愛媛県松山市二番町四丁目７番地２

道路管理者 愛媛県知事 中村 時広

住所 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

５ 管理の内容

� 兼用工作物の新設（道路の附属物に係るものに限る。以下同

じ。）、改築、維持又は修繕は、道路専用施設（路面（路盤ま

での部分を含む。）、路肩、道路の附属物その他のもっぱら道

路の管理上必要な施設又は工作物をいう。以下同じ。）につい

ては道路管理者が、当該施設以外の部分については、海岸管理

者が行うものとする。

� 兼用工作物の災害復旧は、次の各号に掲げる者が行うものと

する。ただし、第１号又は第２号に掲げる場合においても、特

に緊急に災害復旧を行う等の必要があるときは、その都度協議

４～６ 省略 ４～６ 省略

７ 漁村情報処理・

通信施設（有線放

送施設及び有線放

送電話施設を含

む。）、漁船船員

臨時宿泊施設、漁

業者研修施設、集

会施設、託児施

設、診療施設、水

道施設、ガス供給

施設、下水道施

設、地域休養施

設、漁村広場施

設、漁村センタ

ー、生活安全保護

施設、連絡道又は

廃棄物処理施設の

改良、造成又は取

得に必要な資金

同上 年４厘

５毛

年４厘

５毛

７ 漁村情報処理・

通信施設（有線放

送施設及び有線放

送電話施設を含

む。）、漁船船員

臨時宿泊施設、漁

業者研修施設、集

会施設、託児施

設、診療施設、水

道施設、ガス供給

施設、下水道施

設、地域休養施

設、漁村広場施

設、漁村センタ

ー、生活安全保護

施設、連絡道又は

廃棄物処理施設の

改良、造成又は取

得に必要な資金

同上 年４厘 年４厘

８ 省略 ８ 省略
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して定めるところにより、海岸管理者又は道路管理者がこれを

行うものとする。

一 もっぱら道路専用施設に係る場合 道路管理者

二 もっぱら道路専用施設以外の部分に係る場合 海岸管理者

� 前２項の規定によるほか、海岸法又は同法に基づく命令の規

定による兼用工作物の管理は海岸管理者が、道路法又は同法に

基づく命令の規定による兼用工作物の管理は道路管理者が行う

ものとする。

６ 管理の期間

平成２７年９月１５日から当該路線を廃止する日又は海岸の公用を

廃止する日まで

�������
�愛媛県告示第１１４３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、新居浜都市計画公園の変更

に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧に供す

る。

平成２７年９月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１１４４号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７７条の３５の８第２項の規

定により、指定構造計算適合性判定機関から次のとおり構造計算適

合性判定の業務を行う事務所の所在地の変更の届出があった。

平成２７年９月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 名称及び住所

株式会社建築構造センター

東京都新宿区新宿一丁目８番１号大橋御苑駅ビル６階

２ 変更する構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地

� 変更前

名 称 事務所の所在地

省 略

神奈川事務所
神奈川県横浜市西区北幸２丁目３番１９号日総第８ビ
ル８階

愛 知 事 務 所
愛知県名古屋市中区栄４丁目１４番２号久屋パークビ
ル７階

省 略

� 変更後

名 称 事務所の所在地

省 略

神奈川事務所
神奈川県横浜市西区北幸２丁目３番１９号日総第８ビ
ル８階

長 野 事 務 所
長野県長野市南県町１０８２番地ＫＯＹＯ南県町ビル５
階

愛 知 事 務 所
愛知県名古屋市中区栄４丁目１４番２号久屋パークビ
ル７階

省 略

３ 変更年月日

平成２７年９月５日

�愛媛県告示第１１４５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年９月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１４６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年９月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 石畳中山線 喜多郡内子町袋口５９０番２

旧 ９．９～１０．５ ０．０３９

新 ９．９～１４．０ ０．０３９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 石畳中山線 喜多郡内子町袋口５９０番２ 平成２７年９月１５日

��������������

��������������
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�愛媛県訓令第１７号
庁 中 一 般

地 方 局

愛媛県庁事務決裁規程及び愛媛県地方局事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２７年９月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県庁事務決裁規程及び愛媛県地方局事務決裁規程の一部を改正する訓令

（愛媛県庁事務決裁規程の一部改正）

第１条 愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

訓 令

改 正 後 改 正 前

別表第１（第４条関係）

知事の権限に属する事務に係る一般共通決裁事項

別表第１（第４条関係）

知事の権限に属する事務に係る一般共通決裁事項

事務の

種 類
事 項

決裁区分

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

１～４

省略

１～４

省略

５ 愛媛

県個人

情報保

護条例

の施行

に関す

る事務

１ 省略 ５ 愛媛

県個人

情報保

護条例

の施行

に関す

る事務

１ 省略

２ 愛媛県情報公開・個人情

報保護審査会の意見の聴取

（第７条第３項第４号、第

８条第２項第７号、第３項

第３号、第９条第６号、第

１２条第２項第４号）

○ ２ 愛媛県情報公開・個人情

報保護審査会の意見の聴取

（第７条第３項第４号、第

８条第２項第７号、第３項

第３号、第９条第６号、第

１０条第２項第４号）

○

３ 個人情報の開示、訂正及

び利用停止の請求に対する

決定（第２３条、第２７条第３

項、第３４条、第４２条）

○ ３ 個人情報の開示、訂正及

び利用停止の請求に対する

決定（第２１条、第２５条第３

項、第３２条、第３９条）

○

４ 個人情報の開示、訂正及

び利用停止の請求に対する

決定に係る期間の延長等

（第２４条第２項、第２５条、

第３５条第２項、第３６条、第

４２条）

○ ４ 個人情報の開示、訂正及

び利用停止の請求に対する

決定に係る期間の延長等

（第２２条第２項、第２３条、

第３３条第２項、第３４条、第

３９条）

○

５ 個人情報の開示及び訂正

の請求に係る事案の移送

（第２６条第１項、第３７条第

１項）

○ ５ 個人情報の開示及び訂正

の請求に係る事案の移送

（第２４条第１項、第３５条第

１項）

○

６ 個人情報の開示の請求に

対する決定に係る第三者の

意見の聴取（第２７条第１

項、第２項）

○ ６ 個人情報の開示の請求に

対する決定に係る第三者の

意見の聴取（第２５条第１

項、第２項）

○

７ 口頭により開示請求がで

きる個人情報の決定（第２９

条第１項）

○ ７ 口頭により開示請求がで

きる個人情報の決定（第２７

条第１項）

○
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第２条 愛媛県庁事務決裁規程の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県地方局事務決裁規程の一部改正）

第３条 愛媛県地方局事務決裁規程（昭和５５年愛媛県訓令第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

８ 個人情報の提供先への通

知（第３８条）

○

９ 個人情報の開示の請求等

に対する決定に係る不服申

立て等に関すること。

８ 個人情報の開示の請求等

に対する決定に係る不服申

立て等に関すること。

� 愛媛県情報公開・個人

情報保護審査会への諮問

等（第４４条、第４５条）

○ � 愛媛県情報公開・個人

情報保護審査会への諮問

等（第４１条、第４２条）

○

� 第三者に対する通知（第

２７条第３項、第４７条）

○ � 第三者に対する通知（第

２５条第３項、第４４条）

○

６～２７

省略

６～２７

省略

備考 １～６ 省略

７ 県民環境部防災局に属する事務に係る次に掲げるこ

の表の規定の適用については、同表決裁区分の欄中

「部長」とあるのは、「防災安全統括部長」とする。

�～� 省略

� ５の部２の項、７の項及び９の項�

�～� 省略

８～１３ 省略

備考 １～６ 省略

７ 県民環境部防災局に属する事務に係る次に掲げるこ

の表の規定の適用については、同表決裁区分の欄中

「部長」とあるのは、「防災安全統括部長」とする。

�～� 省略

� ５の部２の項、７の項及び８の項�

�～� 省略

８～１３ 省略

改 正 後 改 正 前

別表第１（第４条関係）

知事の権限に属する事務に係る一般共通決裁事項

別表第１（第４条関係）

知事の権限に属する事務に係る一般共通決裁事項

事務の

種 類
事 項

決裁区分

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

１～４

省略

１～４

省略

５ 愛媛

県個人

情報保

護条例

の施行

に関す

る事務

１～８ 省略 ５ 愛媛

県個人

情報保

護条例

の施行

に関す

る事務

１～８ 省略

９ 個人情報の開示の請求等

に対する決定に係る不服申

立て等に関すること。

９ 個人情報の開示の請求等

に対する決定に係る不服申

立て等に関すること。

� 愛媛県情報公開・個人

情報保護審査会への諮問

等（第４５条、第４６条）

○ � 愛媛県情報公開・個人

情報保護審査会への諮問

等（第４４条、第４５条）

○

� 第三者に対する通知（第

２７条第３項、第４８条）

○ � 第三者に対する通知（第

２７条第３項、第４７条）

○

６～２７

省略

６～２７

省略

備考 省略 備考 省略
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改 正 後 改 正 前

別表第１（第４条関係）

局長の権限に属する事務に係る一般共通決裁事項

別表第１（第４条関係）

局長の権限に属する事務に係る一般共通決裁事項

事務の

種 類
事 項

決裁区分

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決者
局

長

専決者

部

長

課

長

主

幹

部

長

課

長

主

幹

１・２ 省

略

１・２ 省

略

３ 愛媛県

個人情報

保護条例

の施行に

関する事

務

１ 省略 ３ 愛媛県

個人情報

保護条例

の施行に

関する事

務

１ 省略

２ 個人情報の開示、訂正及

び利用停止の請求に対する

決定（第２３条、第２７条第３

項、第３４条、第４２条）

○ ２ 個人情報の開示、訂正及

び利用停止の請求に対する

決定（第２１条、第２５条第３

項、第３２条、第３９条）

○

３ 個人情報の開示、訂正及

び利用停止の請求に対する

決定に係る期間の延長等

（第２４条第２項、第２５条、

第３５条第２項、第３６条、第

４２条）

○ ３ 個人情報の開示、訂正及

び利用停止の請求に対する

決定に係る期間の延長等

（第２２条第２項、第２３条、

第３３条第２項、第３４条、第

３９条）

○

４ 個人情報の開示及び訂正

の請求に係る事案の移送

（第２６条第１項、第３７条第

１項）

○ ４ 個人情報の開示及び訂正

の請求に係る事案の移送

（第２４条第１項、第３５条第

１項）

○

５ 個人情報の開示の請求に

対する決定に係る第三者の

意見の聴取（第２７条第１

項、第２項）

○ ５ 個人情報の開示の請求に

対する決定に係る第三者の

意見の聴取（第２５条第１

項、第２項）

○

６ 口頭により開示請求がで

きる個人情報の決定（第２９

条第１項）

○ ６ 口頭により開示請求がで

きる個人情報の決定（第２７

条第１項）

○

７ 個人情報の提供先への通

知（第３８条）

○

４～１１ 省

略

４～１１ 省

略

備考 １ 出納室におけるこの表２の部１の項から４の項まで

並びに３の部１の項から５の項まで及び７の項の適用

については、同表決裁区分の欄中「部長」とあるの

は、「出納室長」とする。

２～８ 省略

別表第６（第４条関係）

土木事務所長及びダム管理事務所長の権限に属する事

務に係る一般共通決裁事項

備考 １ 出納室におけるこの表２の部１の項から４の項まで

及び ３の部１の項から５の項まで の適用

については、同表決裁区分の欄中「部長」とあるの

は、「出納室長」とする。

２～８ 省略

別表第６（第４条関係）

土木事務所長及びダム管理事務所長の権限に属する事

務に係る一般共通決裁事項

事務の

種 類
事 項

決裁区分

事務の

種 類
事 項

決裁区分

所

長

専決者
所

長

専決者

課

長

主

幹

課

長

主

幹

１・２ 省

略

１・２ 省

略
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附 則

この訓令は、平成２７年１０月５日から施行する。ただし、第２条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律（平成２５年法律第２７号）附則第１条第５号の政令で定める日から施行する。

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２７年９月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県教育委員会告示第７号
愛媛県個人情報保護条例第２７条第１項の規定による口頭による開示請求をすることができる個人情報（平成１４年３月愛媛県教育委員会告

示第３号）の一部を次のように改正し、平成２７年１０月５日から施行する。

平成２７年９月１５日

愛媛県教育委員会

教育長 井 上 正

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

３ 愛媛県

個人情報

保護条例

の施行に

関する事

務

１ 省略 ３ 愛媛県

個人情報

保護条例

の施行に

関する事

務

１ 省略

２ 個人情報の開示、訂正及び

利用停止の請求に対する決定

（第２３条、第２７条第３項、第

３４条、第４２条）

○ ２ 個人情報の開示、訂正及び

利用停止の請求に対する決定

（第２１条、第２５条第３項、第

３２条、第３９条）

○

３ 個人情報の開示、訂正及び

利用停止の請求に対する決定

に係る期間の延長等（第２４条

第２項、第２５条、第３５条第２

項、第３６条、第４２条）

○ ３ 個人情報の開示、訂正及び

利用停止の請求に対する決定

に係る期間の延長等（第２２条

第２項、第２３条、第３３条第２

項、第３４条、第３９条）

○

４ 個人情報の開示及び訂正の

請求に係る事案の移送（第２６

条第１項、第３７条第１項）

○ ４ 個人情報の開示及び訂正の

請求に係る事案の移送（第２４

条第１項、第３５条第１項）

○

５ 個人情報の開示の請求に対

する決定に係る第三者の意見

の聴取（第２７条第１項、第２

項）

○ ５ 個人情報の開示の請求に対

する決定に係る第三者の意見

の聴取（第２５条第１項、第２

項）

○

６ 個人情報の提供先への通知

（第３８条）

○

４～８ 省

略

４～８ 省

略

備考 省略 備考 省略

公 告

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２７年９月７日 特定非営利活動法人花 平 地 樞 亨 松山市辻町１３番１５号 この法人は、障害者に対して、その自立した生
活を支援する活動に関する事業を行い、もって
障害者の社会への参加機会の拡大を図ることを
通じ、地域社会全体の利益に寄与することを目
的とする。

教育委員会告示
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�愛媛県選挙管理委員会告示第７６号
愛媛県選挙事務執行規程（平成１２年３月愛媛県選挙管理委員会告示第２６号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成２７年９月１５日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

別記第１号様式中「第１条」を「第１条の３」に改める。

改 正 後 改 正 前

愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１号）第２９条第

１項の規定により、口頭による開示請求をすることができる個人情

報を次のとおり定め、平成１４年４月１日から施行する。

愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１号）第２７条第

１項の規定により、口頭による開示請求をすることができる個人情

報を次のとおり定め、平成１４年４月１日から施行する。

選挙管理委員会告示

改 正 後 改 正 前

別記

省略

別記

省略

様式番号 事 項 根 拠 条 文 様式番号 事 項 根 拠 条 文

１ 選挙権を有しない者の通知 令第１条の３ １ 選挙権を有しない者の通知 令１条

２～４２ 省略 ２～４２ 省略

平成２７年９月１５日 発行
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